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○老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号） 

（改善命令等）  
第１８条の２ 
２ 都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセン

ター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者が、この法律
若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したと
き、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第５条の２第２項から第
６項まで、第２０条の２の２若しくは第２０条の３に規定する者の処遇につき
不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設の設置者に対して、
その事業の制限又は停止を命ずることができる。 

 

 


